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令和６年能登半島地震の発生

今後の進め方

改正道路法の施行により、道路啓開計画が法定化（R7.4）

福井県域道路啓開計画（地震・津波編）の策定

＜道路啓開計画で検討する事項＞
①対象となる災害の種類 ⑤資機材の備蓄・調達
②道路啓開の目標 ⑥実践的な訓練
③優先的に道路啓開を実施する路線・区間 ⑦情報収集・伝達
④道路啓開の方法 ⑧その他（道の駅の活用 等）

※R8.3 近畿道路啓開計画（地震・津波編）の策定



今後の進め方

2

（今回）

令和８年６月５日 第１回福井県域道路啓開計画協議会の開催
福井県域道路啓開計画協議会規約の提示

ワーキンググループで実務的な検討を実施
※実務者レベルで構成予定
※今後、各機関と調整し担当者を設定

第２回福井県域道路啓開計画協議会の開催（中間報告）
福井県域道路啓開計画（素案）の提示

令和８年度内目標
第３回福井県域道路啓開計画協議会の開催
改正道路法に基づく福井県域道路啓開計画の策定・公表

令和８年内目標
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